
賃貸管理業法の業者登録制度について

※業務管理者講習については裏面をご覧ください

　委託を受けて賃貸住宅管理業務事業を行う者（サブリース業者を含む）について、法施行後１年以内に国土交通
大臣の登録を受けることが義務付けられます。登録の有効期間は５年間で、更新は有効期間満了日の９０日前から
３０日前までに更新申請が必要です。登録申請は原則として、電子申請システムから行ってください（2021年６月15
日申請開始、書面郵送も可）。

賃貸住宅管理業の登録

※管理戸数が200戸未満の場合は任意となりますが、社会的信用を確保するにあたって登録することが推奨されます。なお登録を受けた場合は、規制の対象となり、
　監督処分や罰則の対象になります。



賃貸住宅管理業業務管理者講習

https://gyoumukannrisha.zennichi.or.jp/

https://www.jpm.jp/migration/

一般社団法人全国不動産協会
一般社団法人 全国不動産協会のホームページから

業務管理者講習のご案内

Zen

賃貸住宅管理業業務管理者講習の申込はこちら

賃貸住宅管理業 業務管理者講習 お申込に関するお問い合わせ
電 話：03-3263-7030（受付時間／平日 10:00 ～ 16:00）
メール：chintai-pm@zennichi.or.jp
※緊急事態宣言の発令等により受付時間等は変更となる場合がございます。

賃貸不動産経営管理士
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公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会
（協力 一般社団法人 全国賃貸不動産管理業協会）
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令和２年度までの賃貸不動産経営管理士試験に合格し登録を受けた

7,700

19,800

電 話：0476-33-6660（受付時間／平日 10:00 ～ 17:00）

業務管理者移行講習

一般社団法人賃貸不動産経営管理士協議会 受付センター


